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(57)【要約】
【課題】放射線不透過性および透明な特性を含む、供給
管を備えた胃バンドを提供する。
【解決手段】バルーン型胃バンドは、予め決められた場
所で胃の周囲を囲むように成形され、かつ寸法が決めら
れたバルーンを含む。バルーンの内部キャビティと流体
連通するために供給管がバルーンに固定されており、こ
の供給管は、患者の体内に置かれたときに周囲の組織と
供給管を対比させるための、少なくとも一つの着色され
た部分、および、供給管内の漏れの確認を容易にするた
めの、少なくとも一つの透明な部分の双方を含む。代替
的実施形態によれば、供給管は、透光性のままであるが
、着色されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バルーン型胃バンドにおいて、
　予め決められた場所で胃の周囲を囲むように成形され、かつ寸法が決められたバルーン
と、
　前記バルーンの内部キャビティと流体連通するために前記バルーンに固定された供給管
であって、前記供給管は、患者の体内に置かれたときに周囲の組織と前記供給管を対比さ
せるための、少なくとも一つの着色された部分、および、前記供給管内の漏れの確認を容
易にするための、少なくとも一つの透明な部分の双方を含む、供給管と、
　を含む、バルーン型胃バンド。
【請求項２】
　請求項１に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、矢印である、バルーン型胃バンド。
【請求項３】
　請求項２に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、字句である、バルーン型胃バンド。
【請求項４】
　請求項１に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、前記供給管の長さに沿ってグラデーション部
を含む、バルーン型胃バンド。
【請求項５】
　請求項４に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、放射線不透過性である、バルーン型胃バンド
。
【請求項６】
　請求項１に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、らせん状にされている、バルーン型胃バンド
。
【請求項７】
　請求項６に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、放射線不透過性である、バルーン型胃バンド
。
【請求項８】
　請求項１に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、縞模様になっている、バルーン型胃バンド。
【請求項９】
　請求項８に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、放射線不透過性である、バルーン型胃バンド
。
【請求項１０】
　請求項８に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、円周方向の縞である、バルーン型胃バンド。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔発明の背景〕
１．発明の分野
　本発明は、放射線不透過性および透明な特性を含む、供給管を備えた胃バンドに関する
。
【０００２】
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２．関連技術の説明
　病的肥満は、深刻な医学的症状である。実際に、病的肥満は、アメリカ合衆国や他の国
において非常に広まっており、その傾向は、悪い方向に向かっているように思われる。病
的肥満と関連した合併症としては、平均余命を著しく縮める、高血圧症、糖尿病、冠動脈
疾患、発作、うっ血性心不全症、多くの整形外科的問題、および、肺機能不全が挙げられ
る。このことを念頭に置いた上で、かつ、当業者であれば確実に理解するであろうが、病
的肥満と関連した金銭的および物理的なコストは、相当なものである。実際に、肥満と関
連したコストは、アメリカ合衆国のみでも１０００億ドルを超えると推定される。
【０００３】
　肥満を治療するために様々な外科的処置が開発された。最も一般的に現在行われている
処置は、ルーＹ胃バイパス術（Roux-en-Y gastric bypass）（ＲＹＧＢ）である。この処
置は非常に複雑であり、一般的には病的肥満を示す人々を治療するために利用されている
。他の形態の肥満症手術としては、フォビ嚢（Fobi pouch）、胆膵路転換手術（bilio-pa
ncreatic diversion）、および、胃形成術（gastroplastic）、または「胃ステープル留
め（stomach stapling）」が挙げられる。加えて、胃を通る食物の通過を制限し、満腹感
に影響を与える植え込み可能な装置が知られている。
【０００４】
　これら処置の多くは侵襲性が高いことを鑑みて、低外傷性および低侵襲性の処置を開発
する努力がなされてきた。胃バンド法は、これら方法のうちの１つである。胃バンド法は
、胃の大きさを減少させることにより食物摂取量を制限しようとする胃縮小手術の１種で
ある。ＲＹＧＢおよび他の胃縮小処置とは対照的に、胃バンド法は、十二指腸または空腸
の中の消化管の解剖学的構造の変更を必要としない。
【０００５】
　１９８０年代初頭から、胃バンドは、病的肥満に対する胃バイパスおよび他の不可逆的
な外科的減量治療の有効な代替手段となっている。幾つかの代替の処置が、胃バンド法の
下で実施されている。あるバンド技術は胃リングを用い、他のバンド技術ではバンドを用
い、あるバンド技術では胃ステープルを用い、さらに他の処置では、リング、バンド、お
よびステープルの組み合わせを用いる。これらの処置の中で、最も一般的に行われている
のは、垂直遮断胃形成術（vertical banded gastroplasty）（ＶＢＧ）、シラスティック
リング胃形成術（ＳＲＧ）、および、調節可能なシラスティック胃バンド法（ＡＧＢ）で
ある。
【０００６】
　一般に、胃バンドは、患者の胃の上方部分の周りに巻き付けられ、胃の通常の内径より
も小さな小孔を形成する。この小孔は、胃の上方部分から下方消化部分に流れる食物を制
限する。小孔が適当な大きさである場合、胃の上方部分内に保持された食物は、過食を妨
げる満腹感をもたらす。
【０００７】
　より詳細には、また実際には、胃バンドは胃の後ろに挿入され、胃バンドの端部が連結
されて胃の周りで装置を締める。胃バンド適用処置中、およびその処置が完了した後のい
ずれにおいても、多くの場合、胃バンドを可視化することが難しい。したがって、胃バン
ドを可視化する能力を改善するための機構に対する必要性が存在する。本発明はそのよう
な機構を提供する。
【０００８】
〔発明の概要〕
　したがって、予め決められた場所で胃の周囲を囲むように成形され、かつ寸法が決めら
れたバルーンを含む、バルーン型胃バンドを提供することが、本発明の目的である。供給
管が、バルーンの内部キャビティと流体連通するためにバルーンに固定されており、この
供給管は、患者の体内に置かれたときに周囲の組織と供給管を対比させる（contrasting
）ための、少なくとも一つの着色された部分、および、供給管内の漏れの確認を容易にす
るための、少なくとも一つの透明な部分の双方を含む。
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【０００９】
　少なくとも一つの着色された部分が矢印である、バルーン型胃バンドを提供することも
、本発明の目的である。
【００１０】
　少なくとも一つの着色された部分が字句（text）である、バルーン型胃バンドを提供す
ることも、本発明の別の目的である。
【００１１】
　少なくとも一つの着色された部分が、供給管の長さに沿ってグラデーション部を含む、
バルーン型胃バンドを提供することも、本発明のさらなる目的である。
【００１２】
　少なくとも一つの着色された部分が放射線不透過性である、バルーン型胃バンドを提供
することは、本発明の別の目的である。
【００１３】
　少なくとも一つの着色された部分がらせん状にされている、バルーン型胃バンドを提供
することは、本発明のさらなる目的である。
【００１４】
　少なくとも一つの着色された部分が、縞模様になっている、バルーン型胃バンドを提供
することも、本発明の目的である。
【００１５】
　少なくとも一つの着色された部分が円周方向の縞である、バルーン型胃バンドを提供す
ることは、本発明のさらに別の目的である。
【００１６】
　少なくとも一つの着色された部分が長さ方向の縞である、バルーン型胃バンドを提供す
ることは、本発明のさらに別の目的である。
【００１７】
　少なくとも一つの着色された部分が、着色されたパッド印刷部である、バルーン型胃バ
ンドを提供することも、本発明の目的である。
【００１８】
　予め決められた場所で胃の周囲を囲むように成形され、かつ寸法が決められたバルーン
を含む、バルーン型胃バンドを提供することは、本発明の別の目的である。供給管は、バ
ルーンの内部キャビティと流体連通するためにバルーンに固定されており、この供給管は
、透光性（translucent）のままであるが、着色されている。
【００１９】
　供給管が、その内部に組み込まれた造影剤を含む、バルーン型胃バンドを提供すること
は、本発明のさらなる目的である。
【００２０】
　造影剤が放射線不透過性である、バルーン型胃バンドを提供することも、本発明の目的
である。
【００２１】
　本発明の他の目的および利点は、添付の図面と共に見れば、本発明の特定の実施形態を
説明している以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
【００２２】
〔好ましい実施形態の説明〕
　本発明の詳細な実施形態が本明細書に開示される。しかしながら、開示される実施形態
は本発明の単なる例示であり、様々な形態で実施することができるということが理解され
るべきである。したがって、本明細書に開示される詳細は、限定するものとして解釈すべ
きではなく、単に、本発明の製造方法および／または利用方法を当業者に教示するための
基として、解釈すべきである。
【００２３】
　図１および図２を参照すると、バルーン型胃バンド１０が本発明の好適な実施形態に従
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って開示されている。胃バンド１０は一般に、補強ベルト１２で構成され、この補強ベル
ト１２には細長いバルーン１４が固定されている。ベルト１２は、第１の端部１６、およ
び第２の端部１８を含み、第１の端部１６には第１のラッチ部材２０が、第２の端部１８
には第２のラッチ部材２２がそれぞれ固定されている。好適な実施形態によれば、第１の
ラッチ部材２０、および第２のラッチ部材２２は、選択的に係合するように成形され、か
つ寸法が決められており、また、２００５年７月１５日に出願された、所有者が共通の米
国特許出願第１１／１８２，０７２号（名称「胃バンドのためのラッチ装置（Latching D
evice for Gastric Band）」）に開示されたものと同じであり、この米国特許出願は、参
照することにより本明細書に組み込まれる。
【００２４】
　好適な実施形態によれば、ベルト１２、およびバルーン１４は、２００６年３月１日に
出願された、所有者が共通の米国特許出願第１１／３６４，３６１号（名称「胃バンド（
Gastric Band）」）に開示されたとおりに構成されており、この米国特許出願は、参照す
ることにより本明細書に組み込まれる。したがって、バルーン１４、およびベルト１２は
、オーバーモールド、もしくは後に続く接着結合を伴う別個の成型のいずれかによってそ
れぞれ連結されている。
【００２５】
　胃バンド１０がどのように成型されるか、もしくはどのように一つに組み立てられるか
にかかわらず、ベルト１２、およびバルーン１４という構成要素は、同じ材料、または異
なる材料（材料デュロメーター、ＢａＳＯ４、ＴｉＯ２などの充填剤、着色料など）から
成ることができる。加えて、構成要素内部の特徴部（例えば、ラッチ組立体の第１および
第２のラッチ部材）の組成は、多様であってよい。これらの特徴部は、接着剤、機械的固
着（すなわち、スナップ嵌め（snap fits））、溶接、共成型（co-molding）、もしくは
オーバーモールドにより、製品の残部に付着されうる。
【００２６】
　バルーン１４は、長さ方向に延びる本体を含んでおり、胃壁に当てられると胃壁との接
触を強めるように構成されている。この点を考慮して、バルーンは、予め湾曲させられた
、低圧で高容量のバルーンとして構成される。バルーンは、胃組織に当てられた場合に柔
らかく柔軟な表面（低圧）を維持するように構成される。バルーンは、組織を挟むこと、
または胃の形状が不連続になることを防止するために３６０°の適用範囲を提供するよう
にも構成され、したがって、２００５年７月１５日に出願された、所有者が共通の米国特
許出願第１１／１８２，０７０号（名称「結合端部外形を備えた胃バンド（GASTRIC BAND
 WITH MATING END PROFILES）」）に開示されたバルーンの構成を採用することができ、
この米国特許出願は、参照することにより本明細書に組み込まれる。このバルーンは、「
重なり（fold）」が最小の状態で、バルーンが十分に膨張した包囲形状に達するようにさ
らに構成されている。加えて、バルーンは、すべての流体がバルーンから吸い出された場
合に、いかなる重なりもしくは折り目も呈することのないように構成される（二軸ではな
く一軸）。
【００２７】
　当業者であれば確実に理解されるように、供給管２４が用いられて、胃バンド１０のバ
ルーン１４の内部キャビティを、流体注入ポート２６、例えば速度ポート（velocity por
t）と接続する。遠隔流体注入ポート２６と共に供給管２４を利用することにより、予め
決められた方法でバルーン１４の膨張および収縮を制御することが可能になる。外科医は
、胃バンド１０のロックおよび／もしくは他の操作の間に、供給管２４が視覚的な障害物
になることを望まないので、供給管２４の正確な位置は重要である。加えて、いったん胃
バンド１０の設置が完了したら、供給管２４は、周囲組織に対する刺激（例えば、肝臓ま
たは脾臓を直接突き刺すこと）を引き起こしてはならない。外科医は、後方胃トンネル（
retro-gastric tunnel）を通して供給管２４を引っ張ることも望まない。これは、組織が
損傷を受けているかどうかを外科医が容易に見ることができないからである。チューブは
また、胃バンド１０の操作のための安全な把持場所の役目を果たすことができなければな
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らず、供給管２４は、胃バンド１０への接合部でよじれてはならないし、また流体の流れ
を妨げてもならず、供給管２４の場所は、小さなトロカールをバンドが通過することを容
易にしなければならない。
【００２８】
　本発明の様々な好適な実施形態に従って、２００６年３月１日に出願された、所有者が
共通の米国特許出願第１１／３６４，３６２号（名称「胃バンド（Gastric Band）」）、
および２００６年３月１日に出願された、所有者が共通の米国特許出願第１１／３６４，
３６３号（名称「予め湾曲させられた胃バンド（Precurved Gastric Band）」）に開示さ
れているように、チューブの異なる設置が採用されてよく、これらの米国特許出願は、参
照することにより本明細書に組み込まれる。
【００２９】
　本発明に従ってどの供給管構造が採用されるかにかかわらず、胃バンド１０は、バルー
ン１４を満たす流体の適用を制御するために注入場所として使用される遠隔流体注入ポー
ト２６と接続されることが必要である。本発明の好適な実施形態によれば、供給管２４は
、シリコーンもしくは他の生体適合性ポリマーで構成され、放射線不透過性物質の供給に
より処置中および手術後に供給管２４の可視化を促進するコントラスト機構を含むと共に
、適用中に漏れもしくは気泡を観察するための透明な部分２８（または、以下に説明する
代替的実施形態に従って以下に論じるような透光性の特性）を保持する。（手術後に）流
体注入ポート２６に対して、かつ（処置中に）組織に対して、供給管２４の可視化をもた
らすことが本発明の主な意図である。加えて、注釈、例えば図５に示され、以下に論じら
れるような矢印３３４を供給管２４に包含することはまた、ベルト１２および／もしくは
バルーン１４に対する供給管２４の方向を示すことにより、ベルト１２および／もしくは
バルーン１４とのコントラストを生じることができる。より詳細には、この実施形態によ
れば、コントラスト機構は、視覚的に透明な部分２８、および放射線不透過性の白く着色
された部分３０の双方を、供給管２４に設けることにより得られる。この実施形態によれ
ば、透明な部分２８、および放射線不透過性の白く着色された部分３０は、らせん状にさ
れている。
【００３０】
　透明な部分２８は、供給管２４の比較的透き通った部分であり、医師が、処置中に従来
の方法で供給管２４内の漏れもしくは気泡を調べることを可能にする。当業者であれば理
解されるように、透明な部分２８の透明度は多様であってよいが、医師が従来の方法で漏
れについて供給管２４の内部構造を監視することができるように、結局は十分に透き通る
であろう。
【００３１】
　放射線不透過性の白く着色された部分３０は、（供給管２４の漏れ、もしくは供給管２
４および遠隔流体注入ポート２６が依然として接続されているかどうかを評価するために
）非侵襲的診断ツールとして手術後に用いられる。この着色された部分３０は、処置中の
可視化を改善することもできる。白い、着色された部分は、本発明の好適な実施形態に従
って本明細書に開示されているが、この着色された部分は、本発明の趣旨から逸脱するこ
となく様々な色および色相を呈することができることを当業者は理解するであろう。しか
し、一般に、様々な適用に従って用いるために選択される特定の色は、外部診断ツールに
よる手術後の可視化であれ、外科処置中における供給管２４の、その時点での可視化（ac
tual visualization）であれ、可視化を促進するように選択されなければならない。
【００３２】
　本発明の好適な実施形態によれば、放射線不透過性の白く着色された部分３０は、Ｂａ
ＳＯ４、ＴｉＯ２、もしくはＴａなどの、いくつかの異なる放射線不透過性（および非放
射線不透過性（non-radiopaque））造影剤により作製されうる。放射線不透過性物質の使
用により（例えば手術後に）遠隔的な可視化がもたらされるが、非放射線不透過性物質は
、例えば以下に論じられるような矢印３３４もしくはグラデーション部２３２により、処
置そのものの間に使用される可能性がある情報を中継することによって可視化を促進する
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。造影剤は、共押出し、組み立て、パッド印刷、オーバーモールドなどを含むがこれらに
限定されない様々な既知の技術により、供給管２４に組み込まれうる。
【００３３】
　同様に、図３を参照すると、コントラスト機構として機能する、透明な部分１２８およ
び放射線不透過性の白く着色された部分１３０を備えた胃バンド１１０が開示されており
、透明な部分１２８および着色された部分１３０は、供給管１２４に沿った縞模様になっ
ている。複数の縞１３０が、図３に示された実施形態に従って開示されているが、図４に
示されるように、一つ（もしくは複数）の縞２３０が供給管２２４の長さに沿って形成さ
れてもよいことが企図される。
【００３４】
　代替的実施形態によれば、図５に示されるように、胃バンド３１０の供給管３２４は、
放射線不透過性の白く着色されたグラデーション部３３２を有することができ、このグラ
デーション部３３２は、コントラスト機構として機能する。コントラスト機構として機能
することに加えて、これらの白く着色されたグラデーション部２３２は、どのくらいの供
給管を外科医が切り取ったか、もしくは、どのくらいの供給管が胃バンドに隣接して残っ
ているかを外科医に示す、物指し（ruler）の役目を果たす。図１、図２、図３、および
図４に関して開示された白く着色された部分と同様に、白く着色されたグラデーション部
３３２は、手術後に可視化するために放射線不透過性である。
【００３５】
　図１、図２、図３、図４、および図５に関して前述したように、透明な部分と白く着色
された部分との組み合わせを用いることに加えて、胃バンド４１０、５１０の供給管４２
４、５２４もまた、その供給管の上に配された第３の色のパッド印刷部４３４で構成され
たコントラスト機構を含むことができる（図６および図７参照）。着色されたパッド印刷
部４３４、５３４は、例えば、胃バンド５１０もしくはポートがどの方向にあるのかを示
す矢印（図６参照）、または製品名もしくは外科医への指示などの字句５３４（図７参照
）を含む。好適な実施形態によれば、着色されたパッド印刷部４３４、５３４は、処置そ
のものの間に、改善された可視化を提供するために、非放射線不透過性物質で構成される
。例えば、矢印４３４および字句５３４の主な用途は、供給管４２４、５２４の端部がど
こかを外科医に示すことであり、いったん供給管４２４、５２４が流体注入ポートに取り
付けられると、この機能はもはや必要ではない。しかし、当業者であれば確実に理解され
るように、これらの供給管は、本発明の趣旨から逸脱することなく放射線不透過性物質で
構成されることもできる。
【００３６】
　透明な部分および放射線不透過性の白く着色された部分の双方を備える供給管が、前述
した様々な実施形態に関して開示されているが、胃バンド６１０の供給管６２４は、図８
に関して示されるように透光性である乳白色であってよい。「乳白色（milky color）」
という用語は、前述した透明な部分の透光性の特性を維持しつつ、色（すなわち、際立っ
て特徴的な色素）を呈する、供給管６２４を説明するために本開示において用いられるこ
とが理解されなければならない。供給管６２４の乳白色は、供給管６２４が構成される材
料に、ＢａＳＯ４、ＴｉＯ２、もしくはＴａなどの造影剤を混合することにより得られる
。これにより、供給管がＸ線下で見られることを可能にする放射線不透過性物質（例えば
ＢａＳＯ４）の混合も可能になる。ＢａＳＯ４に加えて、二酸化チタンもしくはＴａが放
射線不透過性物質として用いられてもよい。好適な実施形態によれば、非常に低い割合（
＞３％）のＢａＳＯ４が、供給管を放射線不透過性にするために必要である。このような
低い割合は、供給管６２４に白い色合い（すなわち乳白色）を与えるのには十分であるが
、供給管６２４を白くするのには十分でない。
【００３７】
　供給管がＸ線下で見られることを可能にする放射線不透過性物質を供給することに加え
て、供給管の管材料部分（tubing section）に組み込まれた白い着色剤（white coloring
）は、ＭＲＩなどの装置による可視化を可能にするように作られることもできる。
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【００３８】
　加えて、供給管は、多数の内腔が設けられているか、もしくは二またに分かれていても
よい（図９および図１０参照）。管材料の製造については、白色材料および透明な材料で
、共押出しされるか、組み立てられるか、またはパッド印刷されることができる。好適な
実施形態に従って白色が前記に開示されているが、白色またはパッド印刷の黒色以外の異
なる色が透明な基質と共に用いられることができ、管材料は、シリコーンおよび様々なポ
リマーを含むがこれらに限定されない、多くの異なる材料で作られることができる。
【００３９】
　本発明は胃バンドと共に使用するように記載しているが、当業者であれば、本発明を他
のタイプの移植用バンドに等しく適用できることを理解できよう。例えば、バンドは、大
便失禁の治療に用いることができる。このようなバンドは、米国特許第６，４６１，２９
２号明細書に開示されている。バンドは尿失禁の治療に用いることもできる。このような
バンドは、米国特許出願公開第２００３／０１０５３８５号明細書に開示されている。バ
ンドはまた、胸焼けおよび／または胃酸の逆流の治療に用いることもできる。このような
バンドは、米国特許第６，４７０，８９２号明細書に開示されている。バンドはまた、イ
ンポテンスの治療に用いることもできる。このようなバンドは、米国特許出願公開第２０
０３／０１１４７２９号明細書に開示されている。
【００４０】
　好適な実施形態を図示および説明してきたが、このような開示によって本発明を限定す
ることを意図するものではなく、むしろ、本発明の精神および範囲内に含まれる全ての変
更形態および代替の構造を包含するものであることを理解されたい。
【００４１】
〔実施の態様〕
（１）　バルーン型胃バンドにおいて、
　予め決められた場所で胃の周囲を囲むように成形され、かつ寸法が決められたバルーン
と、
　前記バルーンの内部キャビティと流体連通するために前記バルーンに固定された供給管
であって、前記供給管は、患者の体内に置かれたときに周囲の組織と前記供給管を対比さ
せるための、少なくとも一つの着色された部分、および、前記供給管内の漏れの確認を容
易にするための、少なくとも一つの透明な部分の双方を含む、供給管と、
　を含む、バルーン型胃バンド。
（２）　実施態様１に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、矢印である、バルーン型胃バンド。
（３）　実施態様２に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、字句である、バルーン型胃バンド。
（４）　実施態様１に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、前記供給管の長さに沿ってグラデーション部
を含む、バルーン型胃バンド。
（５）　実施態様４に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、放射線不透過性である、バルーン型胃バンド
。
（６）　実施態様１に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、らせん状にされている、バルーン型胃バンド
。
【００４２】
（７）　実施態様６に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、放射線不透過性である、バルーン型胃バンド
。
（８）　実施態様１に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、縞模様になっている、バルーン型胃バンド。
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（９）　実施態様８に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、放射線不透過性である、バルーン型胃バンド
。
（１０）　実施態様８に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、円周方向の縞である、バルーン型胃バンド。
（１１）　実施態様８に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、長さ方向の縞である、バルーン型胃バンド。
（１２）　実施態様１に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記少なくとも一つの着色された部分は、着色されたパッド印刷部（pad print）であ
る、バルーン型胃バンド。
【００４３】
（１３）　バルーン型胃バンドにおいて、
　予め決められた場所で胃の周囲を囲むように成形され、かつ寸法が決められたバルーン
と、
　前記バルーンの内部キャビティと流体連通するために前記バルーンに固定された供給管
であって、前記供給管は、透光性のままであるが、着色されている、供給管と、
　を含む、バルーン型胃バンド。
（１４）　実施態様１３に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記供給管は、前記供給管内に組み込まれた造影剤を含む、バルーン型胃バンド。
（１５）　実施態様１３に記載のバルーン型胃バンドにおいて、
　前記造影剤は、放射線不透過性である、バルーン型胃バンド。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】予め決められた場所で患者の胃の周りに固定されている、本発明の好適な実施形
態に従った胃バンドの斜視図である。
【図２】図１に示された供給管の詳細な図である。
【図３】本発明に従った、ある実施形態を示す詳細な図である。
【図４】本発明に従った、別の実施形態を示す詳細な図である。
【図５】本発明に従った、さらに別の実施形態を示す詳細な図である。
【図６】本発明に従った、さらに別の実施形態を示す詳細な図である。
【図７】本発明に従った、さらに別の実施形態を示す詳細な図である。
【図８】本発明に従った、さらに別の実施形態を示す詳細な図である。
【図９】本発明に従って採用されうるチューブ構造の断面端面図である。
【図１０】本発明に従って採用されうる別のチューブ構造の断面端面図である。



(10) JP 2009-11815 A 2009.1.22

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(11) JP 2009-11815 A 2009.1.22

【図８】

【図９】

【図１０】



(12) JP 2009-11815 A 2009.1.22

10

フロントページの続き

(72)発明者  クリストファー・ダブリュ・ウィデンハウス
            アメリカ合衆国、４５１１３　オハイオ州、クラークスビル、アラビアン・ラン・ドライブ　１０
            ０５
(72)発明者  ケビン・アール・ドール
            アメリカ合衆国、４５０４０　オハイオ州、メーソン、グレン・ビュー　６１１０
(72)発明者  ローレン・エス・ウィーナー
            アメリカ合衆国、４５４３４　オハイオ州、ビーバークリーク、スタウファー・ドライブ　２９６
            ０
(72)発明者  ジェフリー・ピー・ウィリー
            アメリカ合衆国、４５１５０　オハイオ州、ミルフォード、オータム・ワインド・レーン　５５８
            ５
Ｆターム(参考) 4C160 MM45 



(13) JP 2009-11815 A 2009.1.22

【外国語明細書】
2009011815000001.pdf


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow
	foreign-language-body

